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１

ユニバーサルデザインの実践にあたって 

１ ユニバーサルデザインについて 

ユニバーサルデザイン（ＵＤ）とは，ユニバーサル（すべての，普遍的な）とデザイ

ン（計画，設計）という２つを組み合わせた言葉で，「年齢や性別，国籍，障害の有

無等に関わらず，誰もが快適に利用できるように，建物，製品，サービス等を計画，

設計する」という考え方です。 

子どもやお年寄り，身体に障害のある人や日本語が分からない人など，あらゆ

る人を対象に，できる限り使いやすいように考えて作ることがユニバーサルデザイ

ンであり，特定の人を対象に問題解決を図るバリアフリーの概念とは異なるもので

す。  

 

ユニバーサルデザインには，以下の７つの原則があります。 

①誰にでも公平に使いやすいこと 

②多様な使用者や使用環境に対応し，自由度が高いこと 

③使い方が簡単で分かりやすいこと 

④必要な情報が効果的に伝わること 

⑤安全であること 

⑥身体的負担が少なく，楽に使用できること 

⑦アクセスや操作がしやすいスペースと大きさがあること 

 

２ ガイドラインの目的 

 ユニバーサルデザインの考え方に基づき，イベントに参加した方々に「来てよか

った，参加してよかった」と思っていただけるソフト・ハード両面の配慮のポイント

をまとめたUDイベントガイドラインを中心に，カラーユニバーサルデザインやホ

ームページ作成上の配慮等も示した県共通のガイドラインを作成することにより，

すべての人が楽しく安心して参加できるイベントやその他サービス情報分野のユ

ニバーサルデザインの普及を推進します。

３ 策定の背景 

近年，少子高齢化などの社会変化に対応するため，企業，市民団体，行政などに

おいて，「年齢や性別，国籍，障害の有無等に関わらず誰もが快適に利用しやすい

よう，まち，もの，環境等を整備する」というユニバーサルデザインの考え方を，建物

や製品といったハード面から，サービスや情報といったソフト面に至るまで，積極的

に取り入れる動きが盛んになってきています。

このような中，県では，平成１８年２月に「いばらきユニバーサルデザイン推進指

針」を策定し，その中で「ユニバーサルデザインの考え方を取り入れたイベントガイド

ラインの作成」を具体的取り組みの一つとして掲げ，「いばらきＵＤイベントガイドライ

ン」を策定しました。



今回，この「いばらきＵＤイベントガイドライン」を，より幅広い対象へ発展させるこ

とにより，ユニバーサルデザインの普及・推進を図るため，イベントだけではなく，他

のサービス・情報分野についても盛り込んだ「サービス・情報ガイドライン」として策

定することとしました。

なお，策定したガイドラインをより良いものとしていくため，今後も具体的な実践事

例を加えて改訂していくこととしています。

４ ガイドライン等の利用法

（１）「UDイベントガイドライン」

� イベントを開催するときの望ましい実施方法を示したものです。「ＵＤイベントチェ

ックリスト」（２ページ～３ページ）に沿って各チェック項目をクリアするように配慮

してください。

� 各チェック項目についての解説を「具体的配慮のポイント」に記載していますの

で，イベント企画・運営の際の参考としてください。

� イベントの対象・規模・内容等は多様なため，「具体的配慮のポイント」（４ページ

～３６ページ）のどの項目をどこまで取り入れるかは，主催者に個別に判断して

もらうこととしていますが，ある程度規模の大きいイベントの場合，「具体的対応

方法」の各項目について次を参考に検討してください。

マーク 内容

●

【必須項目】

高齢者，障害者など多様な方の参加を促進する上で重要な項目で

す。必ず取り入れるようにしてください。また，安全に関わる項目はす

べて必須項目としています。

○
【推奨項目】

できれば取り入れていただきたい項目です。

注意１ チェックリストにあげた項目は，あくまで配慮の最低基準に過ぎません。誰

もが楽しめるイベントづくりのため，よりよい取り組みを目指し，創意・工夫し

てください。



注意２ 「段差をなくす」「看板を見やすくする」といったハード面の対応は多額の支

出を伴う場合もありますし，物理的にも限界があります。最後はスタッフの

接遇などソフト面の対応が最も重要になる，ということを十分認識したうえで

このガイドラインを活用してください。

（２）「カラーユニバーサルデザイン」

� 印刷物やホームページ等での望ましい色使いについて示したものです。「カラー

ユニバーサルデザインチェックリスト」（３９ページ）に沿って各チェック項目をクリ

アするように配慮してください。また，具体事例等を記載していますので，参考と

してください。

（３）「誰にでもやさしいホームページの作成」

� ホームページで情報を発信する際の配慮についてポイントを示したものです。ホ

ームページ作成の際は，「配慮のポイント」を参考にできる限り多くの方々に情

報が届くよう配慮してください。

� なお，本項では，少しでも多くの方々にホームページ作成上での配慮の必要性

を認識していただくことを第一の目的としているため，対応方法の詳細について

は，次にあげるもの等を参照願います。

・日本工業規格（ＪＩＳ）で定められている「高齢者・障害者等設計配慮指針－

情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス－第３部：ウェブコンテン

ツ（JIS X8341-3）」

・本県広報公聴課で定める「Web アクセシビリティ指針」
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Ⅰ　UDイベントガイドライン
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１ ＵＤイベントチェックリスト

（１）会場へのアクセス編

大項目 チェック項目 チェック欄

(1) 
イベント内容に関する情報提供が効果的かつ的確になされている

か。（4 ページ） 
 

(2) 
会場までの分かりやすいアクセス情報の提供がなされているか。

（6ページ） 
 

(3) 
イベント当日のサービスについての情報提供が適切になされてい

るか。（9ページ） 
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(4) 
（１）～（３）の情報が幅広い手段で確実に提供されているか。（10 ペ

ージ） 
 

(1) 
主要駅からの公共交通機関の便（ダイヤ，本数等）は適切か。（11

ページ） 
 

(2) 
車いす利用者など，歩行に困難を伴う方にとって，通行困難な場所

（段差，狭い道等）はないか。（12 ページ） 
 

(3) 
会場までスムーズにたどり着ける分かりやすいサインや看板はあ

るか。（13 ページ） 
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(4) 
自家用車での参加者にとって駐車場の規模，利用しやすさは適切

か。（14 ページ） 
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（２）会場内編

大項目 チェック項目 チェック欄

１ 出入口 (1) 安全かつスムーズに出入りができるか。（16ページ）  

(1) 
受付・案内所は分かりやすい場所にあり，様々な方の使いやすさを考慮

して設置しているか。（17ページ） 
 

２ 受付・案

内所 
(2) 

参加者の様々な要望に，迅速・的確に対応できる体制があるか。（19ペ

ージ） 
 

３ スタッフ

の接遇 
(1) 

様々な参加者が，どのような場合に不便を感じるか事前に確認し，対応

するための具体的な取り組みをしているか。（20 ページ） 
 

(1) 
会場内の文字情報は様々な参加者に伝わるよう工夫されているか。（21

ページ） 
 

４ 情報伝

達 
(2) 

会場内の音声情報は様々な参加者に伝わるよう工夫されているか。（23

ページ） 
 

(1) 分かりやすいレイアウトになっているか。（24 ページ）  

(2) 
スムーズに移動できるよう，段差の解消等の配慮がなされているか。

（25ページ） 
 

５ 会場内

移動 

(3) 
混雑が予想される場所に，安全が確保できる十分なスペースがあるか。

（27ページ） 
 

(1) 
高齢者，障害者，子ども連れの方などが使いやすいよう配慮したトイレ

はあるか。（28ページ） 
 

６ トイレ 

(2) 
参加者数や男女の比率を考慮したトイレが配置されているか。（29ペー

ジ） 
 

７ 休憩ス

ペース 
(1) 誰でも気軽に休めるスペースが確保されているか。（30 ページ）  

(1) 
救護体制はイベントの規模，参加者の年齢等を考慮して適切なものとな

っているか。（31 ページ） 
 

８ 救護ス

ペース 
(2) 救護用の設備・備品は整っているか。（32 ページ）  

(1) 託児体制は整っているか。（33 ページ）  ９ 託児・授

乳スペー

ス (2) 託児に必要な設備，備品は整っているか。（34 ページ）  

(1) イベントの内容に応じた危険防止対策が実施されているか。（35ページ）  
１０ 緊急

時対応 
(2) 

災害等が発生した場合，参加者が安全に避難できる体制が整っている

か。（36ページ） 
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２ 具体的配慮のポイント

（１）会場へのアクセス編

１ 事前の情報提供

(1) イベント内容に関する情報提供が効果的かつ的確になされているか。

■具体的対応方法■

【効果的周知】

● 多くの人の参加を促すため，イベントの趣旨，内容，開催期間，場所などを効果的に周知

します。その際には，イベントに行けば「楽しさに出会える」「新しいことを学べる」といった

期待を抱かせるような広報が大切です。また，イベント内容に関する質問・要望に応える

ために，問い合わせ先（電話，ファックス，メールアドレス等）を明確に周知します。

【スタッフの情報共有】

● 問い合わせた際のスタッフの応対によってもイベントの印象が左右されます。特に大きな

イベントの場合は，問い合わせ先の部署のスタッフが情報を共有し，誰でも対応できるよ

うにしておくことが重要です。

【情報提供の多様性確保】

○ 点字，外国語によるイベント情報を用意するなど，あらゆる人に対応できるよう，情報提

供の多様性を確保しておくことが大切です。

【要望の事前把握】

● 会場準備の都合上，事前に参加の申し込みを受けるときは，申込書等に託児室・手話通

訳・車いす席などの配慮についての記入欄を設けて希望を把握し，適切に対応しましょ

う。（参考１）

【インターネットでの広報】

● 詳細な情報を伝える媒体としてはインターネットのホームページが有効ですが，利用する

方がその情報にたどり着きやすく工夫する必要があります。イベント情報のアドレスはで

きるだけ短くすることが望まれますが，それができない場合はトップページのどの項目を

選択すれば希望する情報にたどり着けるか，という情報も提供しましょう。（参考２）

○ 高齢者や障害のある方などにも配慮したインターネットでの広報を心がけ，次のもの等を

参考とすると良いでしょう。

�「高齢者・障害者等設計配慮指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス

－第３部：ウェブコンテンツ（ＪＩＳＸ８３４１‐３）」

�本県広報公聴課で定める「Web アクセシビリティ指針」

�本書中「Ⅲ 誰にでもやさしいホームページの作成」（４３ページ）

【屋外イベントの場合】

● 当日の天候により開催が左右されます。荒天の場合の実施・中止に関する連絡方法を事

前に定めておくとともに，当日の問い合わせ先（電話，ファックス，メールアドレス等）も明

確に周知しておきましょう。
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１ 事前の情報提供

(2) 会場までの分かりやすいアクセス情報の提供がなされているか。

■具体的対応方法■

【公共交通機関利用者】

● 最寄りの公共交通機関の路線，主要駅及び会場付近の発着場所，バス運行

表，運賃・所要時間，エレベーターの有無，障害者用トイレの設置場所，点字ブ

ロック敷設状況などの情報を提供します。（参考１）

【低床式バス】

○ 近年，誰でも乗りやすい低床式バス（ノンステップバス）の普及が進んでいます

が，茨城県内では決まった時間帯に運行できるまでには普及していないのが

現状です。車いす利用者などからの問い合わせにも対応できるよう，イベント

が行われる地域の低床式バスの運行状況を把握しておきましょう。（参考２）

【シャトルバス利用者】

● 主要駅及び会場付近の発着場所，運行表，運賃（有料の場合）などの情報を

提供します。

【自家用車利用者】

● 高速道路のインターチェンジや主要道路からの進行ルート・所要時間，交通規

制・渋滞・工事等の情報，駐車場・会場周辺の道路案内などを周知します。

（参考１）案内図の例

【バス】

［県庁直行シャトルバス］

運賃：片道３５０円
○ＪＲ水戸駅南口から
約6.6km　約15～20分

○ＪＲ赤塚駅南口から
約7.2km　約20～25分

【自動車】

［常磐自動車道］

○水戸ＩＣから
約9.0km　約15分

［北関東自動車道］

○茨城町東ＩＣから
約5.0km　約10分

常
磐
自
動
車
道

日立方面

国道５０号
水戸ＩＣ

友部ＪＣＴ 茨城東ＩＣ

土浦方面

赤塚駅

サントル千波

水戸駅

酒門町

国
道
６
号

米沢高架橋

５０号バイパス

北関東自動車道

大工町

茨城県庁
（Ｐ○○○台）
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○会場のバリアフリー情報提供例

身障
者用

身障
者用

身障
者用Ｐ

スロープ（階段併設，手すり（小ホール側のみ）あり）

集会室

Ｐ Ｐ Ｐ

ド
ア

ド
ア

ド
ア

ド
ア

ド
ア

売店

管理事務室

小ホール

ドア

ス
テ

ジ

受
付

受
付

スロープ

道路

狭く，手すり
なし

階段５段，
手すり（両側）あ
り

２０ｍ程度

階段１５段，手す
りなし

段差あり

階段５段，手
すりなし

スロープ

給湯室

手すり（両側）あり

階段３段

ト
イ
レ

車いす，オスト
メイト対応，お
むつ替えスペー
スあり

車いす利用の場合の
動線

点字ブロックここだけ，
入口に音声誘導装置あり

• 身体に障害のある方も対象として情報提供する場合，ただ階段が「ある」という

ことだけでなく「○○段」など昇降の困難さが事前に想定できる内容としましょ

う。

• できる限り会場の移動に制約がないようにすることは大切ですが，無理な場合

は「そこには行けない」という情報を事前に知らせておくことも同様に重要です。
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１ 事前の情報提供

(3) イベント当日のサービスについての情報提供が適切になされているか。

■具体的対応方法■

【トイレ】

● 誰もが気軽に参加できるという点で，トイレは最も重要です。障害のある方でも

使用できるトイレの有無，場所などを周知します。

【駐車場・駐輪場】

● 駐車場・駐輪場の有無，ある場合は有料かどうかを周知します。会場の都合

上，十分な駐車場スペースが確保できない場合は，公共交通機関の利用や自

動車の乗り合わせによる来場を呼びかけます。

【子ども連れの方への配慮】

● 託児サービスやベビーカー貸し出しの有無について周知します。

【車いすの方への配慮】

● 自家用車を使用するケースが多いので，車いす利用者用駐車場の有無につい

ての周知が重要です。駅等を利用する場合は事前の連絡が必要な場合もある

ため，最寄り駅や会場の電話番号を周知します。

【聴覚障害のある方への配慮】

● 要約筆記，手話通訳，音声拡大装置（磁気ループ・赤外線補聴システム）の有

無等（62 ページ）について周知します。

【視覚障害のある方への配慮】

● 文字拡大資料，点字資料等の有無について周知します。
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２ 会場までのアクセス

(1) 主要駅からの公共交通機関の便（ダイヤ，本数等）は適切か。

■具体的対応方法■

【便の増発】

○ 予想参加者数・集中時間帯などを参考に，バス・電車等の既設路線のダイヤ

で対応可能か確認し，不足する場合には路線を運行する交通事業者と協議

し，その協力を得て，便の増発を検討します。増便にあたっては，交通事業者

側の車両や要員の確保等の課題が生じるため，イベントの趣旨等を十分に説

明し，理解を得ることが大切です。

【シャトルバスの運行】

○ 公共交通機関の便が不足する場合のもう一つの対応として，イベント主催者側

がバスをチャーターして主要駅から会場まで参加者の送迎を行うことも検討し

ます。この場合には，運行路線の始点（主要駅）と終点（会場入口付近）の両方

にバスの乗降場所と待機場所が必要になるため，これらも事前によく確認して

バス会社との協議を進めることが必要です。

【障害のある方への配慮】

● 会場までのバス路線において低床式バス（ノンステップバス）の運行を確認し，

運行している場合は利用を積極的にＰＲします。

● 低床式バスが運行していない場合やシャトルバスを運行する場合は，発着場

所にスタッフを配置し，高齢者や障害のある方などの乗降に配慮します。

○ バスの乗降場所に点字時刻表等の案内を設置する配慮も必要ですが，点字を

読める方は視覚障害のある方の約１割と少ないため，スタッフの声による説明

でも対応するようにします。

○ シャトルバスの運行のほか，リフト付き大型タクシーを活用するのも一案です。

このタクシーは，車いすのまま乗車できるリフトが付いており，車内も広めにで

きているため，誰もがゆったり乗れる構造になっています。最近は導入するタク

シー会社も増えてきているため，最寄りのタクシー会社に問い合わせてくださ

い。

（参考）シャトルバスの運行

�低床式バスはまだまだ普及していな

いのが現状です。

�このため，シャトルバスとして低床式

バスを確保することは，困難な場合

が多いです。

�この場合，バス発着場所にはスタッ

フの配置が必要となります。
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２ 会場までのアクセス

(3) 会場までスムーズにたどり着ける分かりやすいサインや看板はあるか。

■具体的対応方法■

● 動線に沿って，ポイントとなる場所へのサインの設置を検討します。（参考１）駐

車場出入口など，サインの設置のみでは混乱が予想される場所には，案内ス

タッフを配置するなど人的支援も併せて実施します。

（参考１）サイン設置場所

対象者 サイン設置場所

主要駅からの徒歩による参加者 ルート上の分かりにくい分岐点

公共交通機関やシャトルバスに

よる参加者

主要駅や会場付近での発着場所，会場付近の

到着場所から会場入口までのアプローチ

自家用車による参加者 インターや主要道路からの進入ルートの各ポイ

ント，駐車場周辺・駐車場内，駐車場から会場

入口までのアプローチ

（参考２）標準化されたサイン（ピクトグラム）

公共のサインについては標準案内用図記号１２５種類が策定され，その多くがＪＩＳ

規格化されており，国土交通省の関連団体である財団法人交通エコロジー・モビリテ

団のホームページ（http://www.ecomo.or.jp/）でデザインをダウンロードすること

きます。

案内所 情報コーナー 救護所 矢印

ィ財

がで
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改善

駐車，降雪時でも車
いす利用者用である
ことが分かるよう，看
板による表示

駐車してしまうと車い
す利用者用であるこ
とが分からない

駐車スペースの前に
も表示

趣旨説明
の看板

Ｐ Ｐ

「思いやり駐車場」マーク

ドアを大きく開けられるス
ペースを共有
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（２）会場内編

１ 出入口

(1) 安全かつスムーズに出入りができるか。

■具体的対応方法■

【出入口】

● 出入口はできるだけ分けるようにします。会場の都合で１か所になる場合でも，

ついたてなどで区切り，入る人・出る人の流れを分けます。

● イベントには様々な人（車いす利用者やベビーカー使用者など）が参加するた

め，十分な幅を確保します。また，有料イベントで改札口を設ける場合は，一般

用の入口と車いす利用者等の広い入口に分けると，参加者集中時の混雑が

緩和されます。

● 出入口が自動ドアでない場合，高齢者・障害者などはドアの開閉がうまくできな

いことがあります。この場合，ドアを常時開放しておくなどの工夫をしましょう。

【段差】

● 段差がある場合は，板などによる簡易スロープを設置するといった応急処置

や，スタッフを配置して車いすを持ち上げる，杖を使っている方を介助するなど

の人的支援を検討します。

● 車いすの持ち上げについては，慣れない人が扱うとかえって危険な場合もあり

ます。使用者のアドバイスをよく聞いてから必要なサポートをするようにしましょ

う。（65 ページ）

（参考）段差越え

簡単な段差越えの人的介助 会場を改修しなくても，簡易

スロープを設置することで対

応できます
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